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 潤いのある生活空間と魅力あるまちにあふれた近畿地方の実現を目指して，失われた人々の

川への関心を取り戻し、市民が主体的に使いこなす水辺のあり方を模索する「ミズベリング・

プロジェクト」を近畿地方整備局で進めてきているところである．本研究では，その推進のた

めに水辺活用を推進する人材育成と人間関係構築が重要になっていると認識して取り組んだ内

容とその成果を取りまとめたものである． 
 

キーワード 河川空間のオープン化，かわまちづくり，官民連携，ミズベリング 

 
 
1.  はじめに 
 
 我が国の水辺はかつては生産、交通、水源や憩いの場

など，社会と生活の中に溶け込んでいたが，高度成長期

の産業発展による水質汚染や，治水を目的とした河川整

備が進んだことで堤防等の河川管理施設により河川とま

ちが分断され，社会と生活から川が切り離されてしまっ

た． 
一方で、1956年に発見された水俣病をきっかけに，環

境問題が社会問題として認識されはじめ，近年では個人

の人生や社会的な生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)
が注目され，住環境やまちづくりに関する関心も高まっ

ている． 
河川の水質汚染とまちとの空間的なつながりの喪失は

地域の生活空間の質に大きな影響を与えるため，この2
つを解消するためこれまでに様々な努力が行われてきた． 
水質汚染は，1971年に施行された水質汚濁防止法の策

定や様々な水質対策が進んだことで，河川の水質は大幅

に改善された．  
河川空間のまちとのつながりの喪失の回復のためには

1997年の河川法改正にて，河川空間の開放の方針が示さ

れ，1999年には河川敷地占用許可準則（以下，「準則」

という．）が施行され具体的な運用が示された．2004年
には準則の特例措置により河川敷地の商用利用での河川

敷地の占用が「社会実験」という形で認められ，2011年
の準則の改正では、都市・地域再生等利活用区域（以下，

「特区」という．）への指定を条件に正式に河川敷地の

商用利用での河川敷地の占用が認められるなど，段階的

に河川空間のオープン化の規制緩和が行われている． 
また，2009年度には、国土交通省によりソフト・ハー

ド面からまちづくりと一体となった水辺整備を積極的に

支援する「かわまちづくり支援制度」が創設され，支援

の制度が整えられた． 
 整備された制度を活用し，水都大阪の取り組みによる

「北浜テラス」(2008年～)などの水辺の賑わい創出の取

り組みが各地でみられるようになった1), 2)． 
 さらなる水辺の賑わい創出を推進のためには，川を

「自分ごと」ととしてとらえ，まちにおける水辺の魅力

に気づき活用しようとする人を増やす必要がある．しか

し，社会と生活から川が切り離されたことにより国民の

河川への関心が失われており，これを取り戻す必要があ

る3)．そのため，2014年から人々の川への関心をとりも

どし，市民が主体的に使いこなす水辺のあり方を模索す

る運動「ミズベリング・プロジェクト」が始まった4)．

これにより水辺活用の機運の醸成が行われるとともに，

官・民双方への支援体制が強化された． 
 近畿地方整備局でも管内で「ミズベリング・プロジェ

クト」を進めているところである． 
 
2.  水辺の賑わい創出とミズベリング・プロジェク

ト 
 
(1)   ミズベリング・プロジェクトの概要 
 2014年に国土交通省水管理・国土保全局によりミズベ

リング・プロジェクト事務局（以下，「事務局」とい

う．）が設置され，3月22日に「ミズベリング東京会議」
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が行われたことを皮切りに，「ミズベリング○○会議」

の全国展開が始まった。その後、事務局は毎年1回の公

開の参加者数百人規模のフォーラムを開催するとともに，

2015年から始まる「水辺で乾杯」など幅広い層の関心を

惹く施策を展開している． 
 また，それに呼応して各地で「ミズベリング○○会議」

がおこなわれ，それらをきっかけとしてと地域名を冠し

た水辺活用の取り組みが始まっている． 
 
(2)  近畿地方整備局のミズベリング・プロジェクトの取

組み 

2018年3月迄の近畿地方整備局のおもなミズベリン

グ・プロジェクトの取り組みは，以下のとおりである5)

～10)． 

表-1  近畿地方整備局におけるミズベリングの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，その他近畿地方整備局管内の各事務所で従来か

ら河川区域で行われているイベントをミズベリングに絡

めたり，直轄管理区間以外でも様々な取り組みが確認さ

れている． 

 
3.  近畿地方整備局における水辺の賑わい創出 

 

(1)  課題と現状 

 ここでは、近畿地方整備局の水辺の賑わい創出におけ

る現状と課題を整理する。 
a) 成果 

以上の近畿管内の取り組みにおいて，水辺の利活用の

アイデアを創出し、水辺を活用しようという機運の醸成

には大いに効果があることが確認されている6), 7), 8)． 
 また，2017年度には，実践者の参考となるよう、水辺

活用ノウハウブックを作成し、公開した11)． 
さらには，2015年度から近畿地方整備局でミズベリン

グ担当職員を本局と各河川・ダム関係事務所に配置して

おり，人事異動等により2018年4月1日時点で91名ミズベ

リング担当職員経験者が在籍している．また水辺で乾杯

の継続実施もあり，整備局職員内に「ミズベリング」の

認知度は上がってきている。 

b) 課題 

 一方で, 課題は「継続性」「人材不足」「制度の理解

が足りない」「取組への理解がない」「予算の確保」が

課題にあげられている4),6). 

  

(2)  理想と目標 

 以上を踏まえて近畿地方整備局がミズベリングで目指

す水辺の賑わいの目標を整理した． 
 水辺を「利活用」するのは，そこに住む市民や民間事

業者であり，河川管理者や自治体の行政ではない．そこ

で，2019年度における目指す目標は，水辺の賑わい創出

に関わる人（以下，「プレイヤー」と呼ぶ．）が以下の

ようになることとした． 
 ・水辺の賑わい創出に関わる制度を理解していること 

 ・これまで蓄積された水辺の利活用のノウハウを活用

できるようになること 

 ・双方向のコミュニケーションで相互理解を深めるこ

と 

 ・立場を超えた人のつながりができること 

 

4.  人材育成と人間関係構築の取組 

 

(1)  2017年度の取組の成果と反省 

2017年度に行ったミズベスクールでは，水辺活用のノ

ウハウがとりまとまったことと，新たな人的な結びつき、

それに伴う他の水辺活用事業への参入が見られたことが

主な収穫であった10)一方で，登壇者からの情報発信が主

となり，参加者からの発言や，相互の意見交換が少なか

った． 
 

(2)  2018年度の取組の戦略 

 3.(2)でのべた目標を達成するため，昨年度の反省も踏

まえ，2018年度の取り組みは以下の方針とした． 
a) 実施形式 

 1日程度のフォーラムを行うこととし，名称は昨年度

のミズベスクールの続編としてミズベスクール２とした． 

 

表-2  ミズベスクール２の概要 

 

 

 

b) ノウハウの普及啓発から人材育成及び人間関係構築

へ 

 これまでの近畿地方整備局が提供してきたミズベリン

グのフォーラムは，先進事例から得られた「ノウハウの

普及啓発」をねらったものであった． 
しかし、2017年以降新たなミズベリングの取り組みが

見られないため，既存の意欲あるプレイヤーがそろって

いる取り組みが出尽くしたと推測し，2018年度は「人材

育成」及び、取り組みにつながるプレイヤーの「人間関

日時　2018年2月18日(月)　10:00～17:00
場所　大阪合同庁舎1号館 第1別館 大会議室

定員　80名(先着順)

年月 内容

2014年10月11日，12日
一般社団法人水都大阪パートナーズの主催する「ミズ
ベリング大阪会議」への協力

2015年3月～2016年3月
福井県内でのミズベリングのきっかけ作りの「ミズベリ
ング越前若狭」の取り組み

2015年3月 大津瀬田川の新しい賑わいについて考える「ミズベリン
グ大津・瀬田川会議」

2015年～ 水辺で乾杯を管内事務所等での実施を奨励

2015年～ 「淀川アーバンキャンプ」の社会実験

2015年10月9～11日 「ミズベリング世界会議 in OSAKA」の主催

2016年8月6日，7日 社会実験「天ヶ瀬ダムプロジェクションマッピング

2018年2月1日 水辺活用のノウハウをまとめ、共有する試みの「ミズベ
スクール」
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係の構築」に大きくシフトした． 
そのため2018年度は制度紹介を行うとともに，参加者

からのアウトプットや登壇者・参加者相互の交流をメイ

ンに据える形にした． 
事例についても，2017年度は、特に収益・賑わい事業

において先進事例からノウハウを抽出することを目標と

したが，2018年度は近畿管内の水辺において賑わい創出

を行う際に起こりえそうな課題に対応している事例を抽

出することとした． 
  
(3)  育成すべき人材像 

a) 水辺利活用成功に重要な３つの立場の関係 

水辺の利活用は官民連携の取り組みであり，推進には

河川管理者，基礎自治体の職員そして民間・市民の３つ

の立場の連携が重要となるとされている4)． 

規制緩和のための特区の指定やハード整備の支援のた

めの「かわまちづくり支援制度」の登録は河川管理者が

行うが，その申請は基礎自治体職員からなされなければ

ならない．その条件には「地域の合意」が必須になって

いるため，計画策定に民間・市民が加わっている必要が

ある． 

以上の相互関係を整理すると，図-1のとおりとなる．  

b) 育成すべき人材像と育成方法 

以上の３つの立場において，それぞれの立場は目的が

異なる．また，必要とする知識や身につけている技術，

経験が異なることから，考え方や認識が異なってくる．

それぞれの立場を相互理解し，異なる立場の主張や利害

を超えて目的達成のために調整できる人材を育成するこ

とが重要となる． 

そのためには，まず異なる立場の人と交流を行うこと

で，立場による認識の相違を認識し，理解することが必

要であると考えた． 

そのためには，異なる立場の方との対話することで認

識の違いを認識し，共通の関心事項について意見交換す

ることで相互理解に至る「体験」をしてもらうことがよ

り実践につながる形で理解して貰えると考えた． 
 

(4)  人間関係構築と創るべき交流の場 

a) ミズベスクールの人間関係構築における機能 

 2017年度のミズベスクールでは参加者と登壇者のつな

がり，水辺の賑わい創出について相談・情報交換が始ま

るという想定外の成果があった． 
 これは，ミズベスクールが「水辺の賑わい創出」とい

う共通のテーマへの関心や問題，熱意などを共有し，そ

の分野の知識や技能を相互交流の中で深めていこうとす

る人々の「交流の場」場として機能していると考えられ

る． 
 また，潜在的なプレイヤーの存在に気付くという事例
7)があることから，プレイヤーは一定数存在するものの，

その取り組みが軌道に乗るために必要な人数が集められ

るだけの人材が出会う機会がないと推測した． 

 そのため、異なる３つの立場の人がバランス良く集ま

り，立場を超えて交流する場を整える必要があると考え

た． 

b) メインの対象の設定 

 対象は，前回までが「水辺の利活用に関心のある人」

としていたが，今回は水辺の利活用の認知が進み，新た

な取り組みのスタートへの後押しを狙いたいことから，

これから取り組みを初めてみたい層(初心者層)を想定し

てプログラムの内容を企画した． 

また，前回は全体的に(河川管理者を含めた)行政職員

の割合が38％と少なく，基礎自治体職員に絞ると割合が

11.5%であった．異なる立場との交流のためにバランス

を考え，基礎自治体職員の割合を増やす必要があると考

え，管内の1級旧河川沿川の主要な自治体のまちづく

り・地域振興に関すると思われる部署等に優先的にチラ

シを配布した． 
 

(5)  構成 

 以上を元に, 参加者が体験から実践に繋がるように学

習できるよう経験学習理論を基にしたワークショップの

基本構造12)を参考としつつ，3.(2)で設定した目標を理

論的な手法13)で並び替え, 第1部の制度説明，第2部の，

事例紹介，第3部の分科会，第4部のワークショップ形式

の意見交換の４部構成とした．第1部～第3部を必要な情

報を得る「知る活動」とし，第4部を学びに必要な体験

を得る「創る活動」とした．水辺利活用の初心者からベ

テランまですべての参加者が，今後の参考となる学びを

得，かつ水辺の利活用を「自分ごと」と思える状態に無

理なく段階的に進んでいけるように工夫した． 

 以下に，４部構成の各部の詳細について記述する． 

a) 制度紹介 

 制度紹介の内容と登壇者を以下の表-4に示す．後に控

える「創る活動」が充実したものにするため「知る活動」

である．また，制度ではないものの「ミズベリング・プ

ロジェクト」を盛り込んだのは，ミズベリング・プロジ

ェクトが開始から５年経過し認知度が出てきた一方で，

本来の意図やコンセプトが広く伝える機会が少ないこと

図-1  水辺の利活用関わる３つの立場の関係 
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が理由である． 

 また，制度紹介は実務に携わる整備局の担当職員が説

明することとしたが，都市再生推進法人制度については

整備局所管の制度ではないため，すでに活用している和

歌山市の竹家正剛氏に依頼した． 

 

表-3  制度紹介の内容と登壇者 
 
 
 
 
 
 
 
b) 事例発表 

 「知る活動」の２つ目の事例発表は，多くの参加者に

も参考となるように，以下の２点に配慮して選定した． 

まず１点目は初心者にも参考となるよう，先進事例だ

けでなく様々な事業の発展段階から選定した．事業の発

展段階は，水辺活用ノウハウブックにて整理した４段階

を参考にした． 

２点目は，多様な参加者にも参考となるよう，異なっ

た地理的・社会的条件から選定した．地理的とは、大ま

かで感覚的だが，上流，中流、下流とし，社会的とは，

山間地域，観光地区，都市部など土地利用の観点から分

類した． 

以下の表-4に示す３事例で，１事例当たり15分の発表

とした． 

表-4  選定事例と登壇者 
 

 

 

 

 

c) 分科会 

 参加者と登壇者の対話の機会を確保するため，登壇者

と少人数の参加者が質疑応答や意見交換を行う分科会を

設けた．テーマと登壇者は表-5に示す． 

 整備局職員以外の制度紹介者,登壇者及びファシリテ

ーターの6人が各自1テーブルを受け持ち，事前に振り分

けた参加者グループと1回あたり30分間で自由に話し合

う．分科会は2回行うため，参加者一人当たり2つのテー

ブルの話を聞くことができる．参加者には申込時に興味

のある登壇者を第1希望から第3希望まで選択してもらい，

事務局側で人数バランスを考え振り分けた． 

d) ワークショップ形式の意見交換 

学びを深める「体験」を提供するための「創る活動」

となる部分である．ここでは，参加者が相互理解を深め，

立場を超えて協力するための新しい認識を得てもらうこ

とが目的となる．そのため，参加者がそれぞれの意見を

持ち寄って，意見交換することで新たな気付きを得るこ

とができる「ワールドカフェ」方式14)を参考とした． 

参加者・登壇者が1グループ当たり10人程度の8グルー

プに分かれ，95分を第1～第4ラウンドの4つに区切り，

表-6に示すように，ラウンド１とラウンド２では問いを

変えると共に，席替えを行い，多様な参加者と交流する

工夫を行った．また、第1ラウンドでは「今日学んだこ

と」という親しみやすい問いを設定し，第2ラウンドに

より踏み込んだ問いというように場の関係性の形成に応

じて設定した．さらに、第3ラウンドでは河川管理者、

自治体職員、民間・市民の立場ごとに意見を色分けし、

立場による認識の違いを分かりやすくした． 

ファシリテーションは，事務局の岩本唯史氏に依頼し

た． 

  

5.  反響と成果 

 
(1)  申込状況と参加者数 
 定員は80人で申込〆切前に満員御礼となっていたが，

当日のキャンセルと当日参加があり，77名(部分参加含

む)であった． 
以下の図-2にに今回のミズベスクールの参加人数の立

場比を示す． 

図-2  参加者の立場別構成比 

 

 

 

 

 

題名 登壇者

ミズベリング・プロジェクトのあらまし
ミズベリング・プロジェクト事務局
プロデューサー　山名　清隆氏

かわまちづくり支援制度
近畿地方整備局　河川部　河川環境課
地域連携係長　中嶌 遼

占用許可準則と
都市・地域再生等利用区域

近畿地方整備局　河川部　水政課
行政第一係長　澤岡　俊尚

都市再生推進法人制度
和歌山市役所　市長公室　政策調整部
政策調整課　竹家　正剛氏

事例 条件 段階 特徴 登壇者

かつらからまちづくり
（茨城県城里町）

中・上流部
自然豊かな地域

定着期
地元官民連携の枠組み、

道の駅との連携
(株)桂ふるさと振興センター(道の駅か
つら）店長　谷津　安男氏

天ヶ瀬ダム見学ツアー
（京都府宇治市）

中・上流部
観光地域

初動期
水辺のインフラを活用した

観光振興
（社）京都山城振興社（お茶の京都
DMO)　監理部　次長　川瀬　章治氏

タマリバ
（東京都狛江市）

中・下流部
都市河川

展開期
民間・市民を中心

補助金を使わずに運営
comaecolor 代表　篠塚 雄一郎氏

ラウンド 内容

1 「問い：今日学んだこと」についてイベントをと振り返りながら話し合う。

2

各テーブルにホスト1名だけ残して他のメンバーは別のテーブルに移り自己紹
介する。
・ホストがそのテーブルで出たアイデアを紹介する。
・全員で「問い２：あなたが未来もミズベ活用の仕事に携わっているとして、あな
たの仕事はどのように変わっていると思いますか？」

3
（テーブルは移動せずに）第2ラウンドで出たアイデアを立場毎に分類し、ラウン
ド２で話した未来について話し合う。

4 全体のファシリテーターが全体で対話する。

表-6  第4部の構成 

テーブル テーマ 登壇者

1 ミズベリング・プロジェクトと水辺の創造力について
ミズベリング・プロジェクト事務局
プロデューサー　山名　清隆氏

2 水辺空間活用の取組における場づくりについて
ミズベリング・プロジェクト事務局
ディレクター　岩本　唯史氏

3 都市再生推進法人活用のコツ
和歌山市役所　市長公室　政策調整部
政策調整課　竹家　正剛氏

4
地域の魅力を活かした水辺空間の活用における関係者
の協力について

(株)桂ふるさと振興センター(道の駅かつ
ら）店長　谷津　安男氏

5 インフラを観光資源として捉えた集客について
（社）京都山城振興社（お茶の京都DMO)
監理部　次長　川瀬　章治氏

6
都市における河川空間の魅力と持続的なプロジェクト経
営について

comaecolor 代表　篠塚 雄一郎氏

表-5  分科会グループとテーマ 
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(2)  当日の様子 
 ここでは各部ごとに当日の様子を紹介する． 
a) 開会～制度紹介～事例紹介 

 開始の定刻までに殆どの参加者が着席し，整備局の挨

拶から制度紹介，事例紹介にわたるまで参加者は熱心に

登壇者の話に耳を傾けていた． 
 事例紹介では，時間の都合で数は限られたものの参加

者から自発的に質問が出て，参加者の関心の高さがうか

がえた。 

b) 分科会 

 昼食休憩を挟んだ後の分科会では，開始直後は進行に

戸惑うテーブルもあったが，すべてのテーブルで活発に

質疑応答や議論が行われていた． 
 登壇者が自らの経験に基づいた具体的な回答していく

につれて，参加者からも具体的な質問や相談をしたり，

参加者同士で解決方法を議論したりするなど，まさに立

場を超えた対話が見られた． 

d) ワークショップ形式の意見交換 

 第4部では，すでに分科会で参加者の気持ちがほぐれ

ており，参加者相互も打ち解けていたことと，ファシリ

テーターの岩本氏の進行もあって開始早々から非常に盛

り上がる展開となった． 

e) まとめ 

 最後はミズベリング・プロジェクトのプロデューサー

の山名氏の内省のセッションでそれぞれを振り返って終

了した． 

 

(3)  アンート結果 

 参加者77名のうち，57通のアンケートの回答を回収す

ることができた． 
a) 選択回答 

 選択回答欄は，Q1.本日の満足度，Q2.本日の理解度，

Q3.今日学んだ事は明日からの取り組みに役立つか？の

３つであり，結果は以下のとおりであった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3  アンケートの結果(選択回答) 

 

 満足度は大変満足と満足合わせて92％と参加者の9割

強に満足頂けている．大変理解できたと理解できたを合

わせて90％，大変役に立つと役に立つを合わせて90％と

なっており，用意したプログラムの内容をご理解頂き，

また各自の取り組みに参考となる形で提供できたのでは

ないかと考えられる． 

b) 記述回答 

 記述回答の質問はQ4.本日の良かった点，Q5.本日の改

善が必要な点，Q7.水辺空間の利活用で困っている点，

Q8.今後期待する点，の4つである． 

 Q4．の本日の良かった点(44回答)については，多くの

事例を聞けたこと，実践的な事例を聞けたことについて

上げているものが多い．しかし特筆すべき事は，「少人

数で話し合えたこと」や「様々な方々と意見交換できた」

など，様々なひとと直接話ができたことを回答している

ものが14回答，「事例と制度が同時に学べたこと」に触

れているものが9回答と多かったことから，『異なる立

場の人を交えた少人数での対話』『制度と事例をバラン

ス』が好評だったことが分かる． 

また，「前向きな点だけでなく課題についても聞けた」

や「本音トークができた」という回答が2回答あったこ

とは，実践者の生の声が求められていると考えられる． 

 Q5.の改善点(回答数31)については，分科会の進行，

民間の参加者が少ないこと，全体の時間配分などがあげ

られていたが，いづれもプログラムの工夫で対応可能な

ものであり，今後も参考としたいと考えている． 

 Q6.水辺の利活用で困っている点(回答数24)，につい

ては，「水辺の利活用に携わるプレーヤーの不足」をあ

写真-1  分科会の様子 

写真-2  ワークショップ形式の意見交換の様子 
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げている．自治体職員の中には「自治体内部の部局の調

整」をあげている方が複数おられた． 

 Q7.の今後期待すること(18回答)については，「(ミズ

ベスクールのような会の)継続的な開催を求める回答が6

回答あった．また，より多くの河川管理者や自治体職員

に知ってもらいたいという声もあり，この様な会の需要

が高いことが確認できた． 

 

6.  考察 

 ここでは，本取り組みを通じての考察を考察する． 
(1)  人材育成への影響 

a) 制度の理解の浸透への影響 

 アンケートの回答で，本日の理解度が高かったことや，

制度と事例を学ぶことができて良かったという記述が多

かったことから，参加者に制度を理解してもらうという

目標は達成出来たのではないかと考えられる．今後は，

より多くのプレイヤーに制度を伝えていく取り組みを継

続すると共に，参加者が知識を広めていけるように，定

期的に制度の活用の最新事例等を情報提供する取り組み

なども行う必要があるだろう． 

b) 異なる立場の相互理解への影響 

 様々な方々と意見交換できたことを良かった点に挙げ

た参加者が複数見られた．また，第3部の分科会や，第4

部の意見交換での議論の盛り上がりから，水辺の利活用

にかわかわる３つの立場が交流することに対しては好意

的に受けられたと考えられる． 

 しかし，異なる立場の相互理解の理解や重要性の認識

に関する記述は確認できなかった．プログラムの中でよ

り明確に伝えるなど，実践に繋がる工夫の余地があると

考えられる． 

 
(2)  水辺利活用の推進人材の人間関係への影響 

 第3部の分科会での議論や第4部の意見交換に関しての

好意的な回答が多いことことや，名刺交換をする姿など

も見られたことから効果があったと考えられる． 
 しかし，これらは人が繋がるきっかけに過ない．今後

は継続的に今回の様なプレイヤー及びその候補が集まる

場を提供するとともに，将来的には自発的に集まる実践

コミュニティ(コミュニティ・オブ・プラクティス)15)を

育成することが望まれるだろう． 
 

7.  最後に 

 本取り組みで重視した「人材育成」（「制度の理解」

及び「異なる立場の相互理解」），「人間関係の構築」

はミズベスクール２にて一定の効果があり，今後の水辺

の利活用の促進に向けての新たな動きも生み出し、非常

に有意義な回とすることができた． 

 何よりもプログラムが進むにつれて参加者の表情は前

向きになり，自分の言葉で議論する姿が印象的であった．

それはまさに参加者自身が「自分ごと」として水辺の賑

わい創出を感じていたからかもしれない． 

 また，想定外の結果として参加者から整備局に水辺賑

わい創出やミズベリングについて，具体的な問い合わせ

があったことや，新たな取り組みを起こそうという動き

が見られていることである． 

 今後は本取り組みの成果を生かして，次の着実に次の

目標へと向かっていきたい． 

 

謝辞：本取り組みの実行に当たって，御意見ご協力を頂

きました登壇者の方々，ミズベリング・プロジェクトの

皆様及び当日の運営にご協力頂きました方々に深く感謝

すると共に御礼申し上げます． 
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